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大
場
　

諭
議
員
（
公
明
党
）

　

昨
今
の
社
会
状
況
の
悪
化
で
、

多
重
債
務
や
失
業
等
、
予
測
の

出
来
な
い
様
々
な
問
題
が
生
じ
、

市
民
は
生
活
に
不
安
を
抱
え
な

が
ら
も
、
ど
こ
に
相
談
す
べ
き

か
困
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ

の
問
題
に
対
し
て
、
社
会
の
現

状
を
と
ら
え
、
相
談
者
の
悩
み

に
的
確
に
回
答
し
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
が
守
ら
れ
る
よ
う
な
相
談

悩
み
に
的
確
に
回
答
す
る
窓
口
の
設
置
を

市
民
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
よ
う
検
討

緊急生活相談窓口

窓
口
の
設
置
の
考
え
を
問
う
。

答
　

現
在
も
、
市
民
の
相
談
を

丁
寧
に
聴
き
取
っ
た
上
で
、
内

容
に
よ
っ
て
、
弁
護
士
に
よ
る

法
律
相
談
や
専
門
部
署
に
紹
介

す
る
な
ど
、
関
係
部
署
と
き
め

細
か
い
連
携
を
図
っ
て
い
る
。

　

今
後
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
へ

の
配
慮
も
重
要
と
考
え
、
市
民

ニ
ー
ズ
に
対
応
出
来
る
よ
う
随

時
検
討
し
て
い
く
。

勝
亦
竜
大
議
員
（
市
民
連
合
）

　

若
年
者
の
雇
用
対
策
と
し
て
、

働
く
人
の
就
き
た
い
仕
事
と
雇

用
者
の
欲
し
い
人
材
が
噛
み
合

わ
な
い
「
雇
用
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
」

の
問
題
を
解
消
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
ヤ
ン

グ
・
ジ
ョ
ブ
・
サ
ポ
ー
ト
い
ち

か
わ
で
取
り
組
む
べ
き
と
考
え

る
が
、
今
後
ど
の
よ
う
に
対
応

す
る
の
か
。

「
雇
用
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
」
へ
の
対
応
は

個
別
相
談
や
適
職
診
断
の
充
実
図
る

ヤング・ジョブ・サポートいちかわ

答
　

「
雇
用
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
」
は

若
年
層
の
離
職
率
が
高
く
な
っ

た
原
因
の
一
つ
で
あ
り
、
大
き

な
社
会
問
題
で
あ
る
こ
と
は
認

識
し
て
い
る
。

　

市
の
ヤ
ン
グ
・
ジ
ョ
ブ
・
サ

ポ
ー
ト
い
ち
か
わ
で
も
、
以
前

か
ら
行
っ
て
い
る
個
別
相
談
や

適
職
診
断
の
充
実
を
図
る
と
共

に
、
問
題
解
消
に
向
け
て
引
き

続
き
研
究
し
て
い
き
た
い
。

並
木
ま
き
議
員
（
民
主
ク
ラ
ブ
）

　

高
度
情
報
社
会
の
進
展
や
規

制
緩
和
な
ど
に
伴
っ
て
、
消
費

者
ト
ラ
ブ
ル
は
複
雑
化
、
多
様

化
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
消
費
者
の
安
全
を
確

保
し
、
被
害
を
適
切
か
つ
迅
速

に
救
済
す
る
た
め
、
一
部
の
市

で
制
定
し
て
い
る
「
消
費
者
基

本
条
例
」
を
本
市
で
も
制
定
す

べ
き
で
は
な
い
の
か
。

本
市
で
も
制
定
す
べ
き
で
は

前
向
き
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い

消費者基本条例

答
　

市
に
は
許
認
可
権
限
な
ど

が
な
い
た
め
、
消
費
者
被
害
の
救

済
処
理
な
ど
に
当
た
っ
て
、
解

決
出
来
な
い
限
界
が
あ
る
。
現

在
国
会
で
審
議
中
の
消
費
者
関

連
法
案
の
推
移
を
見
守
り
な
が

ら
、
条
例
制
定
の
必
要
性
等
に

つ
い
て
、
消
費
者
の
立
場
に
立
っ

た
行
政
と
い
う
視
点
か
ら
、
前

向
き
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い

と
考
え
て
い
る
。

金
子
貞
作
議
員
（
日
本
共
産
党
）

　

市
内
に
は
遊
休
農
地
が
39
 ha

も
あ
り
、
年
々
増
加
傾
向
に
あ

る
。
農
家
へ
の
斡
旋
、
市
民
農

園
へ
の
活
用
を
図
り
、
遊
休
農

地
の
解
消
を
図
る
べ
き
だ
。
畑

と
し
て
再
生
す
る
計
画
の
策
定
、

市
民
農
園
の
設
置
条
件
の
緩
和

な
ど
、
市
の
対
策
を
問
う
。

答
　

県
や
生
産
者
団
体
等
と
耕

作
放
棄
地
対
策
協
議
会
を
設
立

市
民
農
園
へ
の
活
用
な
ど
対
策
は

農
園
開
設
促
進
へ
補
助
金
を
計
上

遊休農地の解消

し
、
遊
休
農
地
解
消
計
画
の
策

定
に
取
り
組
ん
で
い
く
。
ま
た
、

農
地
所
有
者
と
耕
作
者
に
対
し

て
営
農
再
開
の
意
向
等
の
ア
ン

ケ
ー
ト
を
実
施
し
、
営
農
再
開

の
手
法
を
検
討
し
て
い
く
。
新

規
事
業
と
し
て
市
民
農
園
開
設

等
支
援
事
業
補
助
金
を
計
上
し
、

農
地
所
有
者
が
農
園
を
開
設
す

る
方
式
に
よ
る
市
民
農
園
へ
の

活
用
を
促
し
て
い
き
た
い
。

笹
浪
　

保
議
員
（
公
明
党
）

　

ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ

る
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
の
普

及
促
進
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
４

回
の
質
問
を
行
い
、
小
中
学
校

な
ど
の
公
共
施
設
へ
の
設
置
と
、

民
間
住
宅
へ
の
設
置
に
対
す
る

助
成
制
度
の
導
入
を
要
望
し
て

き
た
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
と
今
後

の
対
応
を
問
う
。

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
と
今
後
の
対
応
は

民
間
住
宅
へ
の
補
助
を
重
点
施
策
に

太陽光発電システム

答
　

公
共
施
設
へ
は
、
平
成
12

年
度
の
大
和
田
小
を
始
め
、
妙

典
中
な
ど
多
く
の
施
設
に
設
置

し
て
お
り
、
今
後
は
建
て
替
え

や
改
修
な
ど
の
機
会
に
設
置
の

推
進
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

　

ま
た
、
住
宅
用
シ
ス
テ
ム
設

置
に
対
す
る
補
助
金
の
交
付
も

行
っ
て
お
り
、
引
き
続
き
地
球

温
暖
化
対
策
の
重
点
施
策
と
し

て
実
施
し
て
い
く
。

堀
越
　

優
議
員
（
公
明
党
）

　

地
上
デ
ジ
タ
ル
対
応
テ
レ
ビ

や
チ
ュ
ー
ナ
ー
の
世
帯
普
及
率

は
国
の
計
画
に
比
べ
て
相
当
遅

れ
て
い
る
。
高
齢
者
な
ど
の
低

所
得
者
層
が
購
入
に
踏
み
切
れ

な
い
の
が
大
き
な
要
因
で
あ
る

と
思
う
。

　

低
所
得
者
層
に
対
す
る
市
の

対
策
と
、
市
独
自
の
サ
ー
ビ
ス

を
進
め
る
考
え
を
問
う
。

市
独
自
の
サ
ー
ビ
ス
を
進
め
る
考
え
は

双
方
向
性
利
用
し
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
も

地上デジタル放送

答
　

低
所
得
者
対
策
は
現
在
、
国

の
主
導
で
進
ん
で
い
る
が
、
本

市
で
も
今
後
は
広
報
紙
等
に
よ

り
独
自
の
周
知
活
動
を
行
っ
て

い
き
た
い
。
ま
た
、
ケ
ー
ブ
ル

テ
レ
ビ
を
使
っ
た
デ
ー
タ
放
送

で
は
、
新
着
情
報
や
緊
急
情
報

な
ど
を
随
時
掲
載
す
る
他
、
デ

ジ
タ
ル
の
双
方
向
性
を
利
用
し

て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
う
仕

組
み
も
構
築
し
て
い
き
た
い
。

坂
下
し
げ
き
議
員
（
ガ
バ
ナ
ン
ス
）

　

Ｄ
Ｖ
（
配
偶
者
間
暴
力
）
被

害
者
の
中
に
は
、
加
害
者
か
ら

逃
れ
る
た
め
に
住
民
登
録
を
異

動
出
来
な
い
人
も
い
る
。
定
額

給
付
金
が
支
給
さ
れ
る
が
、
支

給
対
象
要
件
が
本
市
の
住
民
基

本
台
帳
登
録
者
と
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
本
当
に
支
援
を
必

要
と
し
て
い
る
人
へ
の
給
付
基

準
作
り
が
必
要
で
あ
る
。
Ｄ
Ｖ

定
額
給
付
金
の
支
給
ど
の
よ
う
に

市
単
独
で
給
付
金
と
同
額
支
給
を
検
討

ＤＶ被害者

被
害
者
へ
の
対
応
策
を
問
う
。

答
　

Ｄ
Ｖ
等
の
被
害
を
受
け
て
、

住
民
登
録
を
異
動
出
来
な
い
事

情
が
あ
る
場
合
に
は
、
定
額
給

付
金
や
子
育
て
応
援
特
別
手
当

の
支
給
基
準
に
準
じ
た
方
法
に

基
づ
き
、
市
単
独
の
給
付
事
業

と
し
て
行
う
。
支
給
に
つ
い
て

は
、
給
付
金
と
同
額
を
住
民
基

本
台
帳
登
録
者
と
同
時
期
に
支

給
出
来
る
よ
う
検
討
し
て
い
る
。

プ
リ
テ
ィ
長
嶋
議
員
（
ガ
バ
ナ
ン
ス
）

　

各
地
の
政
治
倫
理
条
例
に
は
、

議
員
や
首
長
は
、
全
体
の
奉
仕

者
で
あ
り
、
市
民
の
疑
惑
や
不

信
を
招
く
行
為
を
し
て
は
な
ら

な
い
等
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

市
長
本
人
で
は
な
く
子
の
自
宅

で
は
あ
る
が
、
市
川
駅
南
口
再

開
発
の
際
、
鉄
筋
不
足
問
題
で

本
市
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
た
建

設
会
社
の
下
請
け
会
社
に
、
建

道
義
的
な
問
題
は
な
い
の
か

生
じ
得
な
い
と
考
え
る

政 治 倫 理

設
さ
せ
た
と
聞
く
。
道
義
的
な

問
題
は
な
い
の
か
。

答
　

私
の
子
が
自
宅
を
建
設
す

る
た
め
設
計
士
に
依
頼
し
た
の

は
、
鉄
筋
不
足
問
題
が
発
生
す

る
４
、
５
年
前
の
こ
と
で
あ
り
、

建
設
会
社
は
子
と
設
計
士
が
数

社
か
ら
見
積
も
り
を
取
っ
て
決

め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

こ
と
か
ら
も
、
道
義
的
な
問
題

は
生
じ
得
な
い
と
考
え
る
。

市
民
農
園

稲
葉
健
二
議
員
（
緑
風
会
）

　

現
在
の
経
済
状
況
を
考
え
る

と
、
地
域
が
頑
張
っ
て
い
る
こ

と
に
対
し
て
、
多
角
的
、
現
実

的
な
商
工
業
振
興
の
支
援
策
が

急
務
で
あ
る
。
本
市
に
は
、
近

隣
市
の
産
業
振
興
基
本
条
例
の

よ
う
な
条
例
が
な
い
こ
と
か
ら
、

商
工
業
の
発
展
、
商
店
会
へ
の

加
入
促
進
や
イ
ベ
ン
ト
等
を
支

援
す
る
条
例
制
定
が
必
要
な
の

で
は
な
い
か
。

答
　

産
業
振
興
に
関
す
る
条
例

は
、
県
内
36
市
中
、
８
市
が
制

定
済
み
で
あ
る
。
条
例
制
定
の

必
要
性
は
十
分
認
識
し
て
い
る

が
、
今
後
、
近
隣
市
の
状
況
を

調
査
し
、
商
工
会
議
所
を
始
め

関
係
団
体
等
と
協
議
を
重
ね
な

が
ら
、
よ
り
効
果
が
期
待
出
来

る
よ
う
な
条
例
の
制
定
に
向
け

て
検
討
し
て
い
く
。

商工業振興条例
支援策急務 本市にも制定必要

商工会議所等と協議し検討

経 済

行 政


